
 

 

 

中国の賃金動向とこれからの人事採用 

岡山県上海事務所  担当 岡野涼子 

（日中経済貿易センター上海事務所） 

先日、中国でのアルバイト募集広告を目にし

て、気軽な気持ちで日本のアルバイトの最低賃

金を調べてみると、約 20 年前の相場と大きく

変わっていないことに愕然とした。日本では飲

食業界のアルバイト募集が困難になり、パート

の待遇向上や契約社員から正社員への転換など

ありとあらゆる方法で人材確保に努めていると

聞く。就職活動の開始時期もこの数年、経済界

等で議論が熱くなっているが、総じてインター

ンシップ制度などを利用し、「新卒者」への PR

に力を入れている現状を企業関係者と学校関係

者の双方から耳にする。 

 翻って中国では、7 月ごろに各地の最低賃金

の発表が出そろうため、現地法人の人事担当者

や日本本社の関連部門の責任者は自社の賃金交

渉の基本情報として、現地の人力社会保障庁・

局のホームページ等での発表を注視している。 

  

2016年の特徴 

 最低賃金の通知に記載されている金額は、養

老・医療・失業等の各種保険や中国で規定され

ている住宅積立金、更には国家が規定した福利

待遇が含まれるかどうか、各地域で基準が異な

るので細部をじっくり確認する必要がある（※）。

今年の上海の最低賃金は 2,190 元、前年比約

8.4％増で、2010 年から続いていた２桁台の引

き上げ率と比べると、やや鈍化したといえる。

その他の都市では、2,000 元台の深圳市などが

目に入るが、平均引き上げ率は 11％前後となる

ことが予想される。2015年の平均引き上げ率は

約 14 %程度であったが、経済成長率等の経済指

標を踏まえれば、自然な上げ幅に見える。 

 

賃金ガイドラインの傾向 

 実際の賃金の交渉では、最低賃金よりも賃金

ガイドラインによる影響も見逃せない。これは、

各地域の経済状況を踏まえて、基準値のほか上

限値・下限値を定めたものであるが、元来、平

均があってないような中国の給与基準において、

参考にせざるを得ない業種別の賃金参考値であ

る。現時点では引き上げ率が 10％以下の地域が

多いところを見ると、最低賃金と同じく引き上

げ率の鈍化傾向が感じられる。例えば、上海の

基準値の引き上げ率は 9％で、前年比 1 ポイン

ト減、北京も同 9％で 1.5ポイント減であった。 

 

これからの人事採用 

中国経済が好況感をはなち、日本企業の投資

も比較的精力的であった 2011 年当時、最低賃

金の引き上げ率は各地で 20％を超え、労働集約

型の企業はこれ以上最低基準が上昇すると中国

以外への本格的な移転も検討していかなければ

ならないと口にし、工場要員の確保や次回の春

節時の帰郷に伴う大量退職に如何に備えるかが

大きな課題でもあった。 

現在は、賃金こそ上昇したものの、こと労働

力の確保において、景況観はそれほどよくない

ので 2011 年当時よりも切迫感はないとの意見

がある。この数年、労働力のコストが大きく影

響する工場が、東南アジア等に移転し、日系企

業同士で人材を取り合う状況が緩和したのも一

因ではないか。 

 ただし、管理職やホワイトカラー等の中堅ど

ころの人材については、中国国内での販売拡大

やコスト削減などを目的とした駐在員のスリム

化等で現地化を進めているので、獲得の難易度

が上がっている。経営経験のある日本人を現地

採用し現地事業を管理・運営させる方法も、年

齢による就業許可の発給制限の厳格化や円レー

トの変動により、需要に対し供給が間に合って

いるとはいえず、以前にも増して容易ではない。 

 中国は起業精神が強い国民性で、政府も就職

難の解決策の一環として起業支援の姿勢を強め

ている。最近の中国の賃金関連の情報を見るに

つけ、外資系企業がひしめく中国では、自社の

魅力発信がより必要とされる時代になったと感

じずにはいられない。 

 

※参考資料：中国各地の最低賃金基準（2016.6.14現在）    

（2016年 7 月） 



 

 

 


